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○
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
五
号
（
東
京
都
公
報
有
償
頒
布
規
程
）
の
一
部
改
正

…
…
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総
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則

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
二
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
号
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
「決

定
年
月
日
・
印

」
を
「決

定
年
月
日

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を
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「

」
に
改
め
、

同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

任
命
権
者
の
承
認
に
当
た
つ
て
は
、
事
前
に
所
属
課
長
及
び
課
長
代
理
並
び
に
給
与
担
当
課
長

及
び
課
長
代
理
が
記
入
内
容
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

別
記
様
式
第
四
号
中

「

」
を

「

」
に
改

め
、
同
様
式
中
泫
６
を
泫
７
と
し
、
泫
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
給
与
減
額
の
対
象
と
な
る
べ
き
事
実
、
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
の
有
無
及
び
特
殊
勤

務
手
当
に
係
る
非
減
額
時
間
数
に
係
る
記
入
内
容
に
つ
い
て
は
、
所
属
課
長
及
び
課
長

代
理
が
確
認
を
行
う
こ
と
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別

記
様
式
第
二
号
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
三
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
()表
及
び
別
記
第
二
号
の
二
様
式
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
の
二
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「印
」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「㊞
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
及
び
別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「任

命
権
者

印

」
を

「任
命
権
者

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

て

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中

「

氏
名

印

」
を

「

氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

㊞

」
を

「申
請
者
氏
名

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

㊞

」
を

「申
請
者
氏
名

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
八
号
の
三
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「所
属
長
氏
名

印

」
を

「所
属
長
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
公
報
特
定
調
達
公
告
版
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
四
号

東
京
都
公
報
特
定
調
達
公
告
版
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
報
特
定
調
達
公
告
版
発
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
号
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
第
四
条
第
一
項
中
「
、
そ
の
欄
外
に

主
管
課
長
が
認
印
を
な
し
、
起
案
文
書
（
電
子
決
定
方
式
に
よ
り
決
定
済
み
の
起
案
文
書
に
あ
っ
て
は
、

当
該
起
案
文
書
に
係
る
事
案
の
内
容
を
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
記
録
し
た
紙
の
こ
と
を

い
う
。
）
を
添
え
て
、
一
部
を
財
務
局
長
に
送
付
す
る
と
と
も
に
」
を
削
り
、
「
送
信
」
を
「
財
務
局

長
に
送
信
す
る
と
と
も
に
、
起
案
文
書
（
電
子
決
定
方
式
に
よ
り
決
定
済
み
の
起
案
文
書
に
あ
っ
て
は
、

当
該
起
案
文
書
に
係
る
事
案
の
内
容
を
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
記
録
し
た
紙
の
こ
と
を

い
う
。
）
を
送
付
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
登
載
原
稿
を
一
部
作
成
す
る
と
と
も
に
」
を
削
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
五
号

東
京
都
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「

印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
四
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
八
年
東
京
都
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中「

㊞
」

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中「

印
」

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中「

㊞
」

を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中「

印
」

を「
局
長
名

」

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中「

㊞
」

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中「

印
」

を「
局
長
名

」

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中「

㊞
」

を
削
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
三
号

東
京
都
公
報
有
償
頒
布
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
四
項
中
「
書
面
に
よ
り
」
を
削
る
。

別
記
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
公
報
有
償
頒
布
規
程
の
様
式
に
よ
る

用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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